
17家屋水没図を参考とした浸水警戒区域（敲案）



現地確認
危険個所等を確認

18水害・土砂災害に強い地域づくり計画策定の流れ

・危険箇所等の現地確認による防災マップづくり
・家屋水没図を参考に浸水警戒区域について現地を確認し、検討

家屋水没図を参考に浸水警戒区域（敲案）の現地確認

浸水警戒区域の検討
家屋水没図を参考に現地確認



浸水警戒区域指定の目的

１．３ｍ以上浸水する恐れのある区域で、改築および新築
される住居の2階が浸水しないかのチェックを県が行う。

２．区域内の既存住宅建て替えの場合は、2階が浸水しな
いようにするための嵩上げ等を実施するように誘導す
る。その費用を一部助成する制度により支援。

３．湛水することでこれまで集落の浸水を軽減していた田
などにおいて、むやみに開発されることを防ぐ。

将来にわたって
水害に対して安全な地域づくりを行う

19



“重点地区における水害に強い地域づくり“の取り組み

・重点地区の取り組みとして、行政が地
域（集落）を支援します。
・資料等作成

・避難場所や各住宅の測量・検証

・避難カード・避難体制づくり

・区域指定され、一定の要件等を満たす
場合には、既存住宅の嵩上げや避難場
所の整備に県の支援が受けられます

・区域指定により、水害に係る新たな地
域のリスクを発生させないこととなります

・区域指定により、住宅などの新築・増改
築時に、知事が耐水化を確認させていた
だくため、新たな手続が必要となります。

・地域の避難体制などが充実
・地域防災力の向上
①人をつくる、②組織を作る、
③仲間を作る、④知恵を広める

・区域指定により、地価が下がるのでは
ないかとの懸念の声があります。

20



“水害に強い地域づくり“におけるメリット 21
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区域内で支援制度が適用できます（検討中）

• 宅地嵩上げ浸水対策促進事業
– 既存住宅の、住宅の改築（建て替え）および増築時に
地盤の嵩上げ（盛土、法面保護）工事、鉄筋コンクリート化、

ピロティ等工事や避難空間の確保の費用を助成

• 避難場所整備事業
– 一時避難場所の整備への支援

“水害に強い地域づくり“におけるメリット



23



・滋賀県流域治水の推進に関する条例では、浸水被害の著しい地域（浸水警
戒区域）での住宅等の建築については、知事が「万が一の時に逃げ込める避
難場所があるかどうか」等をチェックする制度を定めています（建築制限）。

・浸水警戒区域の指定は、地域で話し合い、合意した上で、「水害に強い地域
づくり計画」をつくることが前提となります。

・浸水警戒区域内での住宅等の建築の際、知事のチェックを受けなかった場合
などは、罰則（20万円以下の罰金）を設けていますが、そもそも区域の指定は
「水害に強い地域づくり計画」という地域のルール作りがあってのことであり、
地域のルールが守られている限り、罰則が適用されることは基本的には無い
ものと考えたことから、付則にて「当分の間、適用しない」こととしています。

・ただし、地域で決めたルールを破って勝手に危険な住宅開発をするなどの悪
質な行為が行われた場合には、本条例に基づく罰則の適用はありませんが、
本条例の建築規制は建築基準法に準拠していることから、同法の罰則は適用
されることとなります。
その場合においても、罰則の適用までには、建築確認申請前に条例に基づく
許可基準の審査や工事期間中の工程調査・報告の徴収・立入検査により行政
指導を行うこと、併せて、建築基準法に基づく是正勧告を行いますので、罰則
の適用は、相当悪質なケースでないと適用されないものと考えます。

24
安全な住まい方をされない場合の対応と罰則の概要
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★違反建築物に対する措置 （建築基準法第９条）
罰則：３年以下の懲役・300万円以下の罰金 （建築基準法第98条）

★建築確認 （建築基準法第６条・第６条の２）
★完了検査・中間検査 （建築基準法第７条・第７条の２・第７条の３・第７条の４）
罰則：１年以下の懲役・100万円以下の罰金（建築基準法第99条）

★報告徴収 （建築基準法第12条第５項）
★立入検査・質問 （建築基準法第12条第６項）
罰則：50万円以下の罰金（建築基準法第102条）

安全な住まい方をされない場合の対応と罰則の概要

条例第１９,２１,２２条関係

条例第１４,１５,１６条関係

建築基準法第９条関係

行
政
指
導

地域で決めたルールを
破って、勝手に危険な
住宅開発をするなどの
悪質な行為が行われた
場合

改
善
へ

通常

異例

安全な住まい方
を確保

条例許可申請手続き

工事着手

工事完了

建築確認申請手続き



26○○地区水害に強い地域づくり計画（案）
【そなえる編（案）：地域防災力向上など】
◆作成するもの
自助 ①防災マップ（避難場所、避難ルート、危険個所などを図示したもの）

②避難カード（各戸ごと） ※地先の安全度と繋がるもの
③各戸の避難場所とタイミングを1枚の地図にまとめたもの

共助 ④要配慮者の対応
⑤避難体制づくり（タイミングを見る人、要配慮者を支援する人など）
⑥地区のタイムライン

◆計画の内容
①＋②＋③ ・・・ この３項目を第１段階としてまとめる。
※①＋②の作成経緯を整理し記載する。
地域の防災体制が整っていれば、
④＋⑤＋⑥

避難カード例



27○○地区水害に強い地域づくり計画（案）
【とどめる編（案）：はん濫原減災など】
◆作成するもの
①地域の特性を示した資料
地域のリスク（想定浸水深、流体力）、法令等で定められた区域（市街化調整区域、農振区域）、
土地利用で配慮すべき項目（河川敷跡等）ほか

②現時点の対策：安全な住まい方の工夫に関する地域のルール
例）人的被害を回避すべき浸水警戒区域（素案）、リスクに応じた嵩上げ高の明示、対策および
支援のメニューなどを記載

③これまで地域が伝承してきた対策（嵩上げなど）や文化、歴史
④家屋調査のデータなどの資料

◆計画の内容
①＋②＋③＋④ ・・・ この３項目を第１段階としてまとめる。
※①＋②の作成経緯を整理し記載する。



黄瀬地区地先の安全度マップ（最大浸水深図）
http://shiga-bousai.jp/dmap/top/index

「浸水」「土砂災害」「地震」のリスクを見ることができます。

28



とどめるそなえる

避難計画の検討
〇〇地区防災マップ、避難カード、避難場所、タイミング等

現地確認
水害・土砂災害リスクの見える化
危険個所確認・まるまち看板・簡易量水標他

避難訓練の実施
避難計画に基づいた実践

現状の住まい方の把握（H≧3m）
既存住宅の現地調査・評価

現地確認・住まい方ルールの検討
人命被害回避の具体策（建築耐水化、一時避難所等）を検討

浸水警戒区域の検討

浸水警戒区域案の縦覧、関係者からの意見聴取
区域指定案の縦覧、関係住民、市町長、審議会からの意見聴取

浸水警戒区域の指定
知事が浸水警戒区域を指定

適宜、フィードバック

同
時
期
に
検
討

29

図上訓練
ＤＩＧ・意見交換・課題共有

出前講座
現状の水害・土砂災害リスク把握・情報提供

浸水警戒区域（敲）の提示

合意
形成

水害・土砂災害に強い地域づくり計画の策定

浸水警戒区域における
支援制度の適用

水害履歴調査

浸水警戒区域（素案）の作成

黄瀬地区 水害・土砂災害に強い地域づくり計画策定の流れ（案）

261115第１回住民ＷＧ

270301第２回住民ＷＧ
2612 現地調査、測量

270202実施

270618第３回住民ＷＧ
270726第４回住民ＷＧ

270726第４回住民ＷＧ

271018第５回住民ＷＧ
第６回住民ＷＧ

第６、７回住民ＷＧ

第７回住民ＷＧ



村居田地区地先の安全度マップ（最大浸水深図） 30



とどめるそなえる

避難計画の検討
〇〇地区防災マップ、避難カード、避難場所、タイミング等

現地確認・水害リスクの見える化
まるまちの再設置ほか

避難訓練の実施
避難計画に基づいた実践

水害に強い地域づくり計画（改訂）

現状の住まい方の把握（H≧3m）
既存住宅の現地調査・評価

現地確認・住まい方ルールの検討
人命被害回避の具体策（建築耐水化、一時避難所等）を検討

浸水警戒区域の検討

案の縦覧、関係者からの意見聴取
区域指定案の縦覧、関係住民、市町長、審議会からの意見聴取

浸水警戒区域における支援制度の適用

浸水警戒区域の指定
知事が浸水警戒区域を指定

適宜、フィードバック

同
時
期
に
検
討

村居田地区 水害に強い地域づくり計画策定の流れ（案） 31
260827第１回住民ＷＧ

261006、1205,06家屋測量

水害図上訓練
ＤＩＧ・意見交換・課題共有

住民の防災意識調査 2703実施
アンケート調査により長所と弱点を把握・再確認

防災訓練

防災運動会

出前講座①
現状の水害リスク把握・情報提供

浸水想定区域図（敲）の提示

261021第２回住民ＷＧ
避難計画の検証

261021第２回住民ＷＧ

270217第３回住民ＷＧ

270217第３回住民ＷＧ270622第４回住民ＷＧ
270622第４回住民ＷＧ

270906

270801第５回住民ＷＧ

浸水想定区域図（素案）の作成

第６回住民ＷＧ

第７回住民ＷＧ

第６、７回住民ＷＧ

271011



明らかになった課題と今後の対応案
32

1. 浸水警戒区域指定まで２年程度必要であること
→１地区における取組期間は２年程度と想定し、平成31年度までに、50
地区において、水害に強い地域づくりの取り組みに着手する。

2. 浸水警戒区域の設定には、現地におけるわかりやすく丁寧な対
応が不可欠であること

→浸水警戒区域の設定にあたっては、地先の安全度マップを基礎情報と
し、それぞれの地域の特性を踏まえ、まず、自助（避難行動）から考え、
共助（避難体制づくり）に取り組む。

また、現地において、地域住民とともに、想定水位や地盤高、家屋床
面高の確認を行うなど、わかりやすく丁寧な対応を行い区域を設定する。

3. 市町の地域防災計画等と整合した取り組みが不可欠であること
→浸水警戒区域の検討とともに、避難計画（案）の作成など「そなえ
る」対策の検討が不可欠であるため、引き続き、市町と調整し進めてい
く。


